
循環型社会とは

廃棄物等の発生抑制と適正な循環的利用・処分により、天然資源の
消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会

２番目: 再使用
使い終わったものでも、
繰り返して使用を！

最終処分

３番目：再生利用
再使用できないものでも、
資源としてリサイクルを！

１番目: 発生抑制
廃棄物等の発生を抑制します。

５番目：適正処分
処分する以外の手段がない場合
は、適正に処分します。

４番目：熱回収
リサイクルできず、かつ燃やさざ
るを得ない廃棄物を焼却する際に
発電や余熱利用を行います。

処理
（リサイクル、焼却等）

生産
（製造、運搬等）

天然資源の投入

消費・使用

廃棄

天然資源の
消費の抑制

この順序が環境負荷の低減に寄与しない場合は、必ずしもこの優先順位によりません。


